
船舶事故等調査報告書 

平成２６年９月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３神第１６５号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年１１月１３日 ０９時２２分ごろ 

発生場所 明石海峡西口の南西方沖 

 兵庫県淡路
あ わ じ

市所在の江埼灯台から真方位２５２°３.３海里付近 

 （概位 北緯３４°３５.４′ 東経１３４°５５.８′） 

事故等調査の経過  平成２５年１１月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 砂利採取運搬船 第八住福
すみふく

丸、４９９トン 

   １２９５７５、有限会社栄昇海運 

Ｂ 漁船 住吉
すみよし

丸、４.８トン 

   ＨＧ３－３６４７３（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級海技士（航海） 

  甲板員Ａ、海技免状なし 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部に凹損及び擦過傷 

Ｂ 船首部を圧壊 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａほか２人が乗り組み、船長Ａが、操舵

室後部の寝台で横になり、甲板員Ａを船橋当直に就かせ、明石海峡航

路西方灯浮標の南西方沖を自動操舵として北東進していたところ、甲

板員Ａが、右舷船首方約２,４００ｍの所に約４～５隻の漁船（以下

「漁船群」という。）が停留していることを認め、漁船群から離れる

こととして左へ変針した。 

 甲板員Ａは、レーダーに表示された予定針路線に沿い、予定針路

線との距離を確認しながら、時折、漁船群を見て航行中、漁船群ま

での距離が約１,０００ｍとなった頃に漁船群が動き出し、その中の

１隻であるＢ船がＡ船の方へ向けて航行して来ることを認めた。 

 甲板員Ａは、更に左へ変針した後、予定針路線との距離をレーダーで

確かめながら、予定針路線に沿って航行していたところ、突然、右舷

正横やや前方にＢ船を認め、平成２５年１１月１３日０９時２２分ご

ろＡ船の右舷船尾部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 船長Ａは、ガタンという衝撃音を聞いて衝突したことを知り、１１８

番通報及び関係各所に電話連絡を行った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが救命胴衣を着用して１人で乗り組み、小型底びき



網漁の７回目の操業を終えて漁場を移動することとし、船長Ｂが、操

舵室右舷後方の操縦場所において、船首方から右舷方を見て航行に支

障となる船舶がいないことを確認した後、淡路市富島
と し ま

漁港の北北東方

沖を発進し、約８ノット（kn）の対地速力で自動操舵により、北西進

を始めた。 

 船長Ｂは、船尾甲板に移動し、船尾方を向いて漁獲物の選別を始

め、約５分後、船首方を見たところ、船首至近にＡ船を認め、機関を

中立にしたものの、Ｂ船の船首部とＡ船の右舷船尾部とが衝突した。

 船長Ｂは、１１８番通報を行い、Ｂ船の損傷状況を確認し、船首が

壊れていたものの、航行に支障がないことを確認して係留場所へ帰っ

た。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮流 北東流約１kn 

 その他の事項  船長Ａは、ふだんから船橋当直を乗組員４人による２時間３０分～

２時間４５分交替の輪番制とし、自らが明石海峡航路航行時に船橋当

直を行うよう、割り振りを行っており、本事故当日も明石海峡航路西

方灯浮標付近で甲板員Ａから引き継ぐ予定であった。 

 船長Ａは、甲板員Ａが海技免状を受有していないので、甲板員Ａの

船橋当直中は在橋する必要があると思っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、明石海峡西口の南西方沖を北東進中、甲板員Ａが、右舷船

首方に認めた漁船群の中のＢ船がＡ船に向けて航行して来たことを認

め、左へ変針した後、レーダーに表示された予定針路線との距離に注

意を向けて航行していたことから、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、明石海峡西口の南西方沖を北西進中、船長Ｂが、発進時に

船首方から右舷方を見て航行に支障となる船舶がいないことを確認し

て自動操舵とし、船尾甲板で漁獲物の選別を行っていたことから、船

首至近にＡ船を認め、機関を中立にしたものの、Ａ船と衝突したもの

と考えられる。 

原因  本事故は、明石海峡西口の南西方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ

船が北西進中、甲板員Ａが、右舷船首方に認めた漁船群の中のＢ船が

Ａ船に向けて航行して来たことを認め、左へ変針した後、レーダーに

表示された予定針路線との距離に注意を向けて航行し、また、船長Ｂ

が船尾甲板で漁獲物の選別を行っていたため、両船が衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え



られる。 

 ・海技免状を受有していない乗組員に単独の船橋当直を行わせない

こと。 

 ・周囲の見張りを適切に行うこと。 

 ・他船を右側に見る船舶は、十分に余裕のある時期に速力を減じ、

又は機関を停止するなどして他船の進路を避けること。 

 ・停留状態から発進する際には、周囲の状況を確認し、また、航行

している際には、常に見張りを行うこと。 

 


